
 

 

 

 

 

測量・建設コンサルタント等業務の 

入札参加資格審査電子申請の手引き                  
 

 

※ この手引きのほか，「資格審査受付システム 操作マニュアル」をよく 

 御確認のうえ，申請（システムの操作）を行ってください。 

   ※ 各申請先自治体の入札参加資格の審査に関する告示・ホームページの情報等

を確認してください。 

   ※ この資格審査申請の内容については，申請先自治体ごとに，資格認定のう

え，一般に公開します。 

※ 電子申請が可能な時間帯は，９：００～１７：００です。他の時間帯は 

    申請できませんので注意してください。 
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第１ 電子申請の手順等 

 １ 電子申請の概要 

・ 令和３・４年度の測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格の当初申請においては，原則

として，広島県及び県内市・町が運用する『資格審査受付システム』を利用し，インターネット

を経由した申請（電子申請）を行ってください。 

・ この『資格審査受付システム』は，広島県と江田島市及び県内市・町の共同利用システムのた

め，申請項目は統一され，一回の入力で複数の自治体に一括して申請することが可能です。 

・ これにより，申請者が発注者ごとに申請を行うための移動や待ち時間などの負担を軽減できます。 

・ 電子申請においては，申請先自治体で共通する提出書類についても県に一括送付できます。 

 （ただし，江田島市においては独自の書類（以下「独自書類」とする。）の提出を求めています。)  

・ 資格申請の提出書類である消費税及び地方消費税の納税証明書について，ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告 

・納税システム）を利用した電子納税証明書を添付することができますので，可能な限り電子データ 

の添付によることとしてください。（「６ 添付ファイル」のとおりです。） 

    

 

 

 

 

 

 
 

 ２ 電子申請の期間 

  (1) 申請期間 

    令和２年１１月２日（月）～令和２年１１月２０日（金）（9：00～17：00） 

（土・日・祝祭日を除く） 
 
    ※ 受付期間は，県内業者（登記簿上の本店を県内に有する者），県外業者（登記簿上の本店を

県外に有する者）共通です。 

    ※ この間に申請に必要な情報を入力し，「送信完了」までの処理を行う必要があります。 

※ この申請期間を過ぎると受け付けることはできませんので，期間中に必ず申請してくださ

い。 
 

  (2) 広島県及び江田島市への書類送付期限 

    令和２年１１月３０日（月）（必着） 

    この日までに書類が届かない場合，申請は無効となります。 
 

 ３ 電子入札等システム利用上の留意点 

電子申請を行うためには，電子入札と同じ電子入札コアシステムに対応したＩＣカードを使用

し利用する場合と，ＩＣカードを使用せず「商号又は名称」と「利用者登録番号」により利用す

ることができます。 

利用者規約等をよく確認していただくとともに，利用者登録番号を持っていない場合は，事前準

    備（利用者登録等）を行う必要があります。  
 
 ４ 申請要件 

  (1) 次の各号に該当する者は，申請をすることはできません。 

   ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

イ 「測量」分野を希望業務とする者で，測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の

規定による登録を受けていない者 

   ウ 「建築関係建設コンサルタント」分野のうち「建築一般」部門を希望業務とする者で，建築士

 １ このシステムを利用して申請できるのは，広島県，江田島市及び県内市町（広島市を除

く。）です。御注意ください。 

 ２ 資格審査受付システム利用準備手続及びシステムの操作方法等について不明な点は 

  電子入札等システム・ヘルプデスクにお問い合わせください。  

  電話 ０８２－２１１－５３２１（直通） 

 ※ 申請内容で不明な点は，江田島市総務部財政課にお問い合わせください。 

   （電話 ０８２３－４３－１６２９） 
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法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による登録を受けていない者 

   エ 「その他」分野のうち「不動産鑑定」部門を希望業務とする者で，不動産の鑑定評価に関する法

律（昭和３８年法律第１５２号）第２２条の規定による登録を受けていない者 

   オ 直近２年間において，資格審査を申請する希望業務分野（測量，建築関係建設コンサルタント

業務，地質調査業務，補償関係コンサルタント業務，土木関係建設コンサルタント業務及びその

他）について，業務を行った実績（年間平均実績高の記載）のない者 

   カ 資格審査の申請を行うときに，申請先自治体の県税，市・町税の滞納がある者 

   キ 資格審査の申請において重要な事項について虚偽の申告をし，又は重要な事実について申告を

行わなかった者 

   ク 次のａからｃまでに掲げる届出の義務を履行していない者（届出の義務がない者を除く） 

    ａ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務 

    ｂ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務 

    ｃ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務 

 

 ５ 申請項目，書類等の概要 

申請項目等  概要 

(1) 入力項目 
 …システムから入力する項目 

  です。 

① 基本情報入力 

・申請者の商号・名称（代表者氏名・所在地など） 

・連絡先等の情報（電話・ＦＡＸなど） 

・その他事項（ＩＳＯ，ＣＰＤなど） 

② 希望業務入力 ・法令等の登録情報，希望業務の情報 

③ 経営状況入力 

・直前２年間の実績高等の情報 

・貸借対照表・損益計算書等決算情報，営業年数 

・有資格者数（技術職員情報） 

④ 営業所情報 

・広島県内で契約締結権限を有する全営業所の情報 

・(県内に本店以外の営業所がない場合) 

 広島県外で契約締結権限を有する最寄りの営業所の情報 

(2) 添付ファイル 

 …予め作成及び取得し，(1)の入力 

 後に書類添付画面で添付する電子 

 データです。 

「６ 添付ファイル」 

 のとおりです。 

① 有資格技術職員名簿（様式第３号） 

② 希望業務実績調書（様式第４号） 

③ 消費税及び地方消費税の電子納税証明書 

 （紙の納税証明書を添付される場合には不要です。） 

(3) 提出書類 
 …申請後，県に一括で提出する 

  書類です。 

 （１部県に提出してください。） 

「７ 共通書類（広島県への提出書類）」のとおりです。  
(※広島県に入札参加資格申請をしない場合でも，書類を県に提出する必要があります。) 

(4) 独自書類 
 …申請後，(3)とは別に江田島市に 

提出する書類です。 
「８ 各自治体独自書類」のとおりです。 

    ※ 申請先自治体によっては，入力していただいた項目の一部について，その資格認定及び入札

参加資格情報として使用しないことがありますので，御了承ください。 
 

 ６ 添付ファイル 

   以下に定める書類については，電子申請を行う前に正しく入力して準備しておいてください。 

   なお，添付時には，必ず電子データを添付してください。（紙に印刷し電子化したものを提出しな

いでください。） 

  (1) 有資格技術職員名簿（様式第３号） 

    別途定める様式に入力し，ファイル名を「meibo」と付けて，書類添付画面で添付してください。 

    (エクセルファイルではなく，ＣＳＶファイルを添付することとしています。) 

 
  (2) 希望業務実績調書（様式第４号） 

別途定める様式に入力し，ファイル名を「chousho」と付けて，書類添付画面で添付してください。 
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    (3) 消費税及び地方消費税の電子納税証明書 

事前に国税庁のｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）を利用して納税証明書の交付請求を

行い，電子納税証明書（電子データ）を取得後，ファイル名を「nouzei」と付けて，『書類添付』

画面で添付してください。 

（｢７ 共通書類（広島県への提出書類）｣の｢３｣にある紙の納税証明書を提出する場合は不要です

が，可能な限り電子データの添付によることとしてください。） 

 

 ７ 共通書類（広島県への提出書類） 

   以下の書類を，広島県に１部提出してください。（複数部提出する必要はありません。） 
 
    広島県への書類の提出先：〒730-8511 広島市中区基町10-52 

                広島県土木建築局建設産業課入札制度グループ 

 

番号 提出書類等 

申請者 

注意事項等 県内 

業者 

県外 

業者 

１ 送信完了 兼 受付票 ○ ○ 
・電子申請の最後の送信完了画面において印刷できる紙です。提出書

類の表紙として一番上に添付してください。 
 

２ 

全ての申請先自治体の県税・市町税に

ついて滞納がないことを証する書面

（写し不可） 

※ 申請しない県･市･町の証明は不

要です 

○ ○ 

・申請しない県･市･町の証明は不要。 

（例：広島市税の納税義務があっても，このシステムで申請しない広

島市の納税証明書は不要です。） 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

・納税証明書は証明手数料が必要です。（県税の場合，４００円。） 

・広島県の納税証明については次のアドレスを参照ください。 

県税のページ（納税証明に関する手続） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html 

「■納税証明書の交付請求に必要な書類／一般用納税証明書」を参照

してください。 
注１，注２ 

３ 

国税通則法施行規則（昭和３７年大蔵

省令第２８号）別紙第９号その３，そ

の３の２，その３の３のいずれかによ

る納税証明書（消費税及び地方消費税

に係るもの）又はその写し 

○ ○ 

・「電子納税証明書（消費税及び地方消費税に係るもの）」の電子デ

ータを添付すれば，不要。 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

・消費税及び地方消費税の免税事業者であっても，｢納税証明書その

３｣は発行されます。 

・納税証明書は，納税地を所轄する税務署で発行され，原則即時交付

されます。（他の税務署では発行されません。） 

・ｅ－Ｔａｘを御利用の場合は，所轄の税務署にｅ－Ｔａｘを利用し

て納税証明書を交付請求することができ，窓口での待ち時間が短縮

できます。 

・納税証明書は，証明手数料として交付請求に４００円（ｅ－Ｔａｘ

で交付請求の場合３７０円）が必要です。 

・納税証明書（電子納税証明書も含む）についての問合せは，最寄り

の税務署にしてください。 

国税庁のページ（納税証明書の交付請求手続） 

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

を参照してください。 
注２ 

４ 

法人…直前１年の事業年度の｢貸借対

照表｣，｢損益計算書｣，「株主資本等

変動計算書」及び「注記表」 

個人…直前１年の事業年度の｢貸借対

照表｣，｢損益計算書｣ 

○ ○ 

・「９」の現況報告書の副本の写し（国土交通大臣に提出し，その確

認印を受けたものに限る。）の提出があれば，省略可。 

・資格審査申請書等を提出する日までに直前１年の事業年度の財務諸

表の調製が完了していない場合は，直前１年の事業年度の前年度の

財務諸表を提出。 
 

５ 
法人……登記事項証明書（商業登記簿

謄本）の写し 
○ ○ 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

・「９」の現況報告書の副本の写し（国土交通大臣に提出し，その確

認印を受けたものに限る。）の提出があれば，省略可。 
 

６ 健康保険，厚生年金保険，雇用保険 △ △ ・健康保険及び厚生年金保険 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
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（以下「社会保険等」という。）の加

入状況を確認できる書類の写し（社会

保険等に加入義務がない場合又は適法

に他の保険に加入している場合を除

く） 

保険料を納付したことを証する書面，被保険者資格取得確認又は

標準報酬決定通知書，被保険者報酬月額算定基礎届，その他健康

保険及び厚生年金保険への加入が確認できる書類（年金事務所の

収受印のあるもの）のいずれかの写し（いずれも直近１年間以内

の日付のもの） 

・雇用保険 

概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面，労働保

険概算・確定保険料申告書，雇用保険被保険者資格取得等確認通

知書，雇用保険被保険者証（被保険者のうち，測量・建設コンサ

ルタント等業務に従事する職員全員分），その他雇用保険への加

入が確認できる書類（労働局の収受印のあるもの）のいずれかの

写し（いずれも直近１年間以内の日付のもの） 
 

７ 申出書【様式第８号】 △ △ 
・社会保険等に加入義務がない場合又は適法に他の保険に加入して

いる場合のみ提出。 
 

８ 

測量業者登録証明書，建築士事務所登

録証明書，土地家屋調査士登録証明

書，計量証明事業者登録証明書，不動

産鑑定業者登録証明書，司法書士登録

証明書の写し 

△ △ 

・それぞれの登録を受けており，システムの『希望業務入力』画面の

「２７ 法令等の登録等の有無と登録等を受けている事業一覧」の

欄にそれぞれ入力した場合に必要。 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

９ 

建設コンサルタント現況報告書，地質

調査業者現況報告書，補償コンサルタ

ント現況報告書の副本の写し 

△ △ 

・土木関係建設コンサルタント業務，地質調査業務，補償関係コン

サルタント業務について，それぞれ国土交通大臣の定めた登録規

程による登録業者であり，システムの『希望業務入力』画面の「２

７ 法令等の登録等の有無と登録等を受けている事業一覧」の欄に

それぞれ入力した場合に必要。 

・この現況報告書の副本の写し（国土交通大臣に提出し，その確認

印を受けたものに限る。）の提出があれば，希望業務実績調書，

「４」の財務諸表等及び「５」の登記事項証明書（商業登記簿謄

本）の写しについては省略可。ただし，希望業務実績調書は，現況

報告書に記載以外の分野のものは省略できないため，別途作成。 
 

10 
ＩＳＯ９００１の認証取得を示す登録

証及び附属書の写し 
△ △ 

・広島県内の登記簿上の本店，営業所，事業所等が認証を受けてお

り，システムの『当初・基本情報入力』画面の「１５ ＩＳＯ９

００１取得有無」の欄で「あり」を選択した場合に必要。 
 

11 ＣＰＤ内訳書【様式第９号】 △ △ ・「12」～「14」の書類のいずれかを提出する場合に必要。 
 

12 

測量系ＣＰＤ協議会の測量ＣＰＤ制度

における県内の営業所に所属する技術

者の前年度及び前々年度の学習単位数

について測量系ＣＰＤ協議会が証する

書面（協議会様式４（団体用））の写

し 

△ △ 

・学習単位を取得した技術者を広島県内の営業所等に有している者

のみ提出。 

・証明書に所属する会社等が記載されていない場合は雇用関係を確

認できる書類（健康保険証等）を添付してください。 

・前年度及び前々年度…令和２年１１月に申請する場合，H30.4.1～

R2.3.31 
 

13 

建築ＣＰＤ運営会議の建築ＣＰＤ（継

続能力／職能開発）情報提供制度にお

ける県内の営業所に所属する技術者の

前年度及び前々年度の認定時間数につ

いて，建築ＣＰＤ運営会議が証する書

面（建築ＣＰＤ運営会議様式３－３）

の写し 

△ △ 

・学習時間を認定された技術者を広島県内の営業所等に有している

者のみ提出。 

・証明書に所属する会社等が記載されていない場合は雇用関係を確

認できる書類（健康保険証等）を添付してください。 

・前年度及び前々年度…令和２年１１月に申請する場合，H30.4.1～

R2.3.31 
 

14 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続教

育制度（ＣＰＤ）における県内の営業

所に所属する技術者の前年度及び前々

年度の学習単位数について当該団体が

証する書面の写し 

△ △ 

・学習単位を取得した技術者を広島県内の営業所等に有している者

のみ提出。 

・広島県の様式指定はありません。建設系ＣＰＤ協議会に加盟する

団体から，必要事項（氏名，期間，学習単位数）を確認できる証

明書の交付を受け，提出してください。 

・証明書に所属する会社等が記載されていない場合は雇用関係を確

認できる書類（健康保険証等）を添付してください。 

・前年度及び前々年度…令和２年１１月に申請する場合，H30.4.1～

R2.3.31 
 

15 

障害者雇用義務のある者：障害者雇用

状況報告書（障害者の雇用割合が法

定雇用率2.2％以上であること）の写

△  

・県内業者のみが対象。（県外業者が県内の営業所で障害者を雇用

していても，対象外。） 

注３ 
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し 

雇用義務のない者：障害者の雇用状況

を確認できる書類（障害者手帳等）の

写し 

16 

広島県公共土木施設災害支援制度にお

ける広島県公共土木施設災害支援団体

認定証又は広島県公共土木施設災害支

援制度に係る支援団体登録証明の写し

（登録分野が「情報収集活動」のもの

に限る） 

△ △ 

・認定を受けている者のみ提出。 

 

17 
消防団協力事業所表示制度認定証明書

の写し 
△  

・県内業者のみが対象。（県外業者が県内の営業所で認定を受けて

いても，対象外。） 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

・「消防団協力事業所表示制度認定証明依頼書兼証明書」により，

認定した各市町担当課が発行した証明書を提出してください。 
 

18 協力雇用主登録証明書の写し △  

・県内業者のみが対象。（県外業者が県内の営業所で認定を受けて

いても，対象外。） 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

・「協力雇用主登録証明書交付申請書兼証明書」により，広島保護

観察所（℡082-221-4651）が発行した証明書を提出してくださ

い。 

・証明書発行の申請方法は，郵送のみです。（窓口での申請不可）

交付申請書に必ず返信用封筒（宛先記入・８４円切手貼付）を同

封し，次の宛先まで郵送により申請してください。 

〒730-0012 広島市中区上八丁堀２－３１広島法務総合庁舎内 

広島保護観察所 処遇部門 宛 
 

19 
暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事

業所登録を証する書面の写し 
△  

・県内業者のみが対象。（県外業者が県内の営業所で認定を受けてい

ても，対象外。） 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

・証明書の発行については，公益財団法人暴力追放広島県民会議（℡

082-511-0110）にお問い合わせください。 
 

 
    （※ ○印は，提出が必須なものを示し，△印は該当する場合に提出が必要なものを示す。） 

 

 （注意点） 

  注１ 申請先自治体の「滞納がないことの証明」について 

     (1) 広島県内及び市町内に営業所等がないなどのため，広島県及び各市町に納税義務のない場

合には必要ありません。この場合，「１」の送信完了兼受付票のチェック欄(「次の自治体の

県税又は市町税については，納税義務がありません。」)にチェックを入れ，該当する自治体

名を○で囲んでください。 
 

    例：広島県・呉市・福山市・世羅町に資格申請をする場合で，呉市・世羅町には納税義務がないとき 

     →広島県と福山市の納税証明書を添付するとともに，「１」の送信完了兼受付票を次の要領で記 

載して提出する。 

      

 

 

 

 

 

 (2) この証明等は，申請先自治体のもののみ必要です。申請しない県･市･町の証明は不要です。 

   （例：広島市税の納税義務があっても，このシステムで申請しない広島市の納税証明書は不要です。） 
 
 

注２ 新型コロナウイルス感染症等の影響による税の徴収猶予等について 

     新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたことにより，県税・国税の徴収猶予等を受けてい

る事業者については，納税証明書等の提出は不要ですが，猶予の特例が認められていることが確

※申請先自治体に納税義務がない場合は，印刷後に以下のチェック欄にチェック 
  を入れ，該当する自治体を○で囲んでください。 
 

□ 次の自治体の県税又は市町税については，納税義務がありません。 
   
  広島県・呉市・福山市・世羅町 

レ 
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認できる書類（猶予許可通知書の写し等）を提出してください。 
 

  注３ 「１５」障害者の雇用状況について 

     雇用義務の有無を確認のうえ，下の要件を満たす場合のみ入力し，必要書類を提出してください。 

雇用義務の有無 要件 提出書類（県に提出） 

・障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和35年法律第123号）第43条第１項

の規定により，第２条第１項に規定する

障害者（以下「障害者」という。）を 

雇用する義務のある者 

・障害者の雇用の促進等に関す

る法律施行令（昭和35年政令第

292号）第９条に規定する障害

者雇用率（2.2％）を達成した

者 

・障害者の雇用の促進等に関する法

律施行規則（昭和51年労働省令第38

号）第８条の規定により公共職業安

定所長へ報告した障害者雇用状況報

告書（事業主控）の写し 

・障害者を雇用する義務のない者 ・障害者を１名以上直接的かつ

恒常的に雇用している者 

・障害者を１名以上直接的かつ恒常

的に雇用していることを確認できる

書類（①②両方必要，ともに写しで可） 

①本人の身体障害者手帳，療育手帳又は

精神障害者保険福祉手帳 

②本人の健康保険証等 

 

  ※ 広島県への提出書類の綴じ方について 

    綴じ方については，特に指定しません。（ホチキス・ひも等でばらけないように綴じてください。） 

    ファイルで綴じる必要はありません。 

 

 ８ 江田島市の独自書類について 

番号 提出書類等 

申請者 

注意事項等 県内 

業者 

県外 

業者 

１ 送信完了 兼 受付票 ○ ○ 
・電子申請の最後の送信完了画面において印刷できる紙です。提出書

類の表紙として一番上に添付してください。 

２ 補足事項調書 ○ ○ 
・必要事項を記入して，紙で出力し，かつ，ＣＤにデータを保存

して提出してください。 

３ 

測量業者登録証明書，建築士事務所登

録証明書，土地家屋調査士登録証明

書，計量証明事業者登録証明書，不動

産鑑定業者登録証明書，司法書士登録

証明書の写し 

△ △ 

・それぞれの登録を受けており，システムの『希望業務入力』画面の

「２７ 法令等の登録等の有無と登録等を受けている事業一覧」の

欄にそれぞれ入力した場合に必要。 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

４ 委任状（様式第５号） △ △ ・委任先がない場合は提出不要です。 

５ 使用印鑑届（様式第９号） △ △ 
・実印に代えて，入札・見積・契約の締結並びに代金の請求及び受領

のために使用する印鑑を届出したい者のみ提出してください。 

６ 印鑑証明書又はその写し ○ ○ 

・会社・法人にあっては，会社・法人登記を管轄する法務局で発行さ

れたもの，又は個人にあっては，住所地の市区町村が発行したもの

を提出してください。 

・申請日の３か月前の日以降に発行されたもの。 

７ 受付票送付用封筒 △ △ 

・受付票発送用で，長形３号に８４円切手を貼り，必ず発送先を記入

してください。） 

・一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書等の受付の証明を希

望する者のみ。 

８ 認定通知書発送用封筒 ○ ○ 
・入札参加資格認定通知書の発送用で，長形３号に８４円切手を貼

り，必ず発送先を記入してください。） 
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（注意） 
 ○独自書類を絶対に広島県に送付しないでください。 
 ○申請書類が広島県に大量に提出される見込みであり，県
から江田島市への書類転送はできません。御注意ください。 

 

  ※ 江田島市への提出書類の綴じ方について 

  ８の「江田島市の独自書類」の順にひも綴じで提出してください。（７，８を除く） 

 

江田島市への書類の提出先：〒73７-２２９７ 江田島市大柿町大原５０５番地 

                 江田島市総務部財政課 

 

※ 独自書類等の到着確認についてのお問い合わせは，ご遠慮いただき，必要に応じて，配達状

況の確認できる発送手段により，送付してください。 

 

 ９ 入札参加資格の認定・通知・取消し等 

    このシステムは申請の受付までを行うものであり，資格の認定及びその通知は行いません。 

  (1) 入札参加資格の通知 

    入札参加資格を認定したときは，申請者に通知します。 

  (2) 入札参加資格の取消し 

    入札参加資格の認定後，入札参加資格の審査に係る申請において，重要な事項について虚偽の申告を

し，又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合等は，入札参加資格の取消しを行いま

す。 

    入札参加資格の取消しを受けた者は，令和３年度及び令和４年度において再び，入札参加資格の認定

を受けることができません。また，令和５年度以降についても，その取消しの日から２４か月を経過す

る日までは，資格の認定を受けることができません。 

  (3) 入札参加資格の有効期間 

    この入札参加資格が認定された日から令和５年５月３１日まで有効です。ただし，この資格は令和５

年度においても，その年度における資格が認定される日までは有効とします。 

    なお，有効期間内であっても，認定された業務の登録の取消し等により登録がなくなった場合は，当

該業務の入札参加資格は失効します。 

 

 １０ 個人情報の保護 

    提出された個人情報は，入札参加資格の審査の目的に利用し、その他の目的では利用しません。 

  



 9 

第２ 各項目の入力要領 

 １ 入力項目の概要 

   電子申請全体の流れ・入力項目の概要については，次の図のとおりです。 

   ※ システムの起動・利用者認証・その他システムの各操作については，別データの 「資

格審査受付システム 操作マニュアル」を御覧ください。 
 
                              書類添付画面で添付するファイルを準備します。 

                               

                        （ファイル名は，半角英数字で付けてください。） 
  【添付データ】  

  ・有資格技術職員名簿（電子申請の場合，紙は不可）   ｢meibo｣とファイル名をつけてください。 

  ・希望業務実績調書簿（     〃      ）   ｢chousho｣とファイル名をつけてください。 

  ・電子納税証明書（納税証明書(写しも可)があれば不要）  ｢nouzei｣とファイル名をつけてください。 

 資格審査受付システムを起動します。 

 

又は 

ＩＣカードを挿入し，ＰＩＮ番号を入力します。 

 「利用者登録番号」及び「商号又は名称」を 

入力します。 

 資格審査を行う分野を選択します。 

 申請区分を選択します。 

 入札参加資格申請書を入力します。 

 希望業務情報を入力します。 

 経営状況等を入力します 

 営業所情報を入力します。 

 必要書類を添付します。 

 入力した内容を確認し，送信します。 

 送信完了を確認し，送信完了兼受付票を発行し

ます。 

※ 「８」送信完了」後に，送信完了兼受付票とともに「第１」の「７ 共通書類（広島県への提出書類）」

を県に提出（郵送又は持参）していただくことになります。 

資格審査受付システムの起動 

利用者認証（ＩＣカードを使用する場合） 

(事前準備) 添付ファイルの作成 

分野選択 

１）資格審査受付システムメニュー 

２）当初・基本情報入力 

３）当初・希望業務入力 

４）当初・経営状況等入力 

５）営業所情報入力 

６）書類添付 

７）送信内容確認 

８）送信完了 

利用者認証（ＩＣカードを使用しない場合） 
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 ２ 注意事項 

  (1) 「提出先自治体一覧」（画面左）について 

    提出を希望する自治体（申請希望先）にチェックを付けてください。申請希望先の変更は，

『営業所情報入力』画面まで可能です。 

    チェック漏れによる希望自治体への申請漏れが散見されますので，御注意ください。そのよう

な場合は，別途追加申請期間に申請先追加の申請をしていただくこととなります。 
 

  (2) 各項目の注意メッセージについて 

    各項目において，括弧書きで入力の際に注意する点（「全角５０文字以内」，「必須」等のメッ

セージ）が掲載されていますので，これらに従い入力してください。 

 

 ３ 『当初・基本情報入力』画面 

  (1) 「０１ 法人・個人の区分」の欄 

    該当する方にチェックを付けてください。 

 

  (2) 「０２ 法人番号」の欄 

    「０１ 法人・個人の区分」において，法人に該当する者は，国税庁から「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき，指定された法人番号（１３け

た）を入力してください。 

    個人に該当する者（法人番号の指定対象になっていない者）は入力不要です。 
 

  (3) 「０３ 商号又は名称（フリガナ）」の欄 

    全角カタカナで入力してください。 

    「株式会社」等の法人の種類を表す文字については不要です。 

 

  (4) 「０４ 商号又は名称（漢字等）」～「０７ 郵便番号（本店）」の欄 

    このシステムを利用した申請の内容や名簿データ等により初期表示していますが，変更した事項

がある場合は修正してください。 

    なお，「０４ 商号又は名称（漢字等）」において，法人の種類を表す文字については，次の略

号を用いて「商号又は名称」の前又は後に入力してください。 

    以前「株式会社」「有限会社」等としていた場合は，この略号に修正してください。 

種類 
 株 式 

 会 社 

 有 限 

 会 社 

 合 資 

 会 社 

合 名 

会 社 

 協 同 

 組 合 

 協 業 

 組 合 

 企 業 

 組 合 

合 同 

会 社 

有 限 責 任 

事 業 組 合 

略号  （株）  （有）  （資）  （名）  （同）  （業）  （企） (合) （責） 

種類 
一般財団 

法  人 

一般社団 

法  人 

公益財団 

法  人 

公益社団 

法  人 

特例財団 

法  人 

特例社団 

法  人 

略号 （一財） （一社） （公財） （公社） （特財） （特社） 

 

  (5) 「０８ 本店所在地市区町村コ－ド（本店）」の欄 

    リストボックスにより選択してください。 

    （例） 本店が「広島県広島市中区」にある場合 

 
 

  (6) 「０９ 本店所在地（漢字等）」の欄 

    「０８」により選択した市区町村コードによって表示された市区町村に続き，町名，街区番号及

び住居番号等を，「丁目」，「番」及び「号」については，「－（マイナス）」を用いて入力して

ください。数値は全角入力してください。また，ビル名等は下欄に入力してください。   

 

   （例） 広島県広島市中区基町１０番５２号「広島県庁ビル６階」の場合 
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基町１０－５２ 
      

広島県庁ビル６階 

    （※ 「広島県広島市中区」は，「０８」で入力しているので，ここでは入力しないこと。） 
 

  (7) 「１０ 電話番号」及び「１１ ＦＡＸ番号」の欄 

    登記簿上の本店の電話番号及びＦＡＸ番号を入力してください。 
 

  (8) 「１２ Ｅメールアドレス」の欄 

    登記簿上の本店のもので，業務上の連絡に対応できるアドレスを入力してください。個人のアド

レスでも構いません。 
 

  (9) 「１３ Ｅメールアドレス区分」の欄 

    「１２」で入力したアドレスについて，該当する方にチェックを付けてください。 
 

  (10) 「１４ ＴＥＣＲＩＳ業者登録番号」の欄 

    （一財）日本建設情報総合センターの運営する「調査設計，測量並びに地質調査に関する実績情

報サービス」（ＴＥＣＲＩＳ）の会社コード（１０ケタ又は８ケタ）を入力してください。登録が

ない場合は，入力は不要です。 
 

  (11) 「１５ ＩＳＯ９００１取得有無」及び「１６ ＩＳＯ９００１取得年月日」の欄 

    ア 電子申請時点において，広島県内の本店又は支店，営業所等が，ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証

している認定機関に認定されている審査登録機関から，JISQ9001：2015（ISO9001：2015）の

資格の認証を受けている場合で，測量・建設コンサルタント業務と関係する範囲の認証を受け

ている場合のみ，「あり」としてください。 

なお，旧規格（JISQ9001：2008（ISO9001：2008））から新規格（JISQ9001：2015（ISO9001：201

5））に移行していない場合は，入力しないでください。 
 

    イ 取得年月日は，いずれも「当初に認証を受けた年月日」とし，リストボックスにより数字を

 選択してください。 
 

(12) 「１７ ＣＰＤ学習単位数・認定時間数」 

 ア 「測量ＣＰＤ」の欄（提出書類あり） 

      広島県内の営業所に所属する技術者の，測量系ＣＰＤ協議会の「測量ＣＰＤ制度」における

前年度及び前々年度の学習単位数を入力してください。県外の営業所等に所属する者について

は，入力しないでください。（前年度及び前々年度…令和２年１１月に申請する場合，H30.4.1

～R2.3.31） 

※ 測量系ＣＰＤ運営協議会が発行する証明書（団体用）において，前年度及び前々年度の学

習単位数を確認できる場合にのみ，その単位数を入力してください。 

     （証明書等に関するお問合せ先） 

        (公社)日本測量協会（測量系ＣＰＤ協議会事務局） 電話：０３－５６８４－３３５５ 
 

 イ 「建築ＣＰＤ」の欄（提出書類あり） 

      広島県内の営業所に所属する技術者の，建築ＣＰＤ運営会議の「建築ＣＰＤ（継続職能/能力

開発）情報提供制度」における前年度及び前々年度の認定時間数を入力してください。県外の

営業所等に所属する者については，入力しないでください。（前年度及び前々年度…令和２年

１１月に申請する場合，H30.4.1～R2.3.31） 

※ 建築ＣＰＤ運営会議が発行する証明書（様式３-３）において，前年度及び前々年度の認定

時間数を確認できる場合にのみ，その時間数を入力してください。 

     （証明書等に関するお問合せ先） 
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        (公財)建築技術教育普及センター（建築ＣＰＤ運営会議事務局） 

電話：０３－６２６１－３３１０  
 

 ウ 「建設系ＣＰＤ」の欄（提出書類あり） 

      広島県内の営業所に所属する技術者の，建設系ＣＰＤ協議会加盟団体継続教育制度（ＣＰ

Ｄ）における前年度及び前々年度の総学習単位数を入力してください。県外の営業所等に所属

する者については，入力しないでください。（前年度及び前々年度…令和２年１１月に申請す

る場合，H30.4.1～R2.3.31） 

※ 各建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の発行する証明書において，前年度及び前々年度の単位数

を確認できる場合にのみ，その単位数を合計してください。なお，証明書に技術者の所属

（法人名等）が記載されていない場合は，雇用関係を確認できる書類（健康保険証等）を添

付してください。 

※ 同一の技術者が，建設系ＣＰＤ協議会に加盟する複数の団体のＣＰＤ学習単位を有してい

る場合は，いずれか１つの団体のＣＰＤ学習単位を対象としてください。 

     （証明書等に関するお問合わせ先） 

        建設系ＣＰＤ協議会加盟団体（各加盟団体に直接お問い合せ下さい） 

ホームページ http://www.cpd-ccesa.org/ 

 

  (13) 「１８ 地域防災活動への貢献認定有無」の欄（提出書類あり） 

     広島県公共土木施設災害支援制度の支援団体の認定（情報収集活動を行う者に限る。）を受け

ている場合のみ｢あり｣を選択してください。（それ以外の場合には選択しないでください。） 

    （認定等に関するお問合せ先） 

       広島県土木建築局技術企画課 電話：０８２－５１３－３８５３ 

 

  (14)  「１９ 社会資本維持管理活動への貢献認定有無」の欄（提出書類なし） 

     広島県アダプトシステムにおけるアダプト活動団体としての認定（マイロード・ラブリバーの

認定）を受けている場合のみ｢あり｣を選択してください。（それ以外の場合には選択しないでく

ださい。） 

    （認定等に関するお問合せ先） 

       広島県土木建築局道路河川管理課 電話：０８２－５１３－３９０３ 

 

  (15) 「２０ 県内営業所の有無」の欄 

    「登記簿上の本店」以外で，広島県内に契約締結権限のある支店・営業所等を有する場合にのみ

「あり」を選択してください。（本店しかない場合は選択しないでください。） 

 

  (16) 「２１ 消防団協力事業所の認定有無」の欄（提出書類あり） 

    広島県内に本店がある者で，県内市町の消防団協力事業所表示制度に基づき，消防団協力事業所

に認定されている場合のみ「あり」を選択してください。（それ以外の場合には選択しないでくだ

さい。） 

（県外に本店がある場合は選択できません。） 

    「消防団協力事業所表示制度認定証明依頼書兼証明書」により，認定した各市町担当課が発行し

た証明書を提出してください。認定等に関する問合わせは，各市町へお願いします。 

 

  (17) 「２２ 協力雇用主の登録または暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所の登録有無」の欄（提

出書類あり） 

    広島県内に本店がある者で，犯罪や非行をした人を雇用し，立ち直りを助ける協力雇用主として

広島保護観察所に登録されている場合，または，公益財団法人暴力追放広島県民会議が行う暴

力団離脱者の社会復帰支援事業における協力事業所として登録されている場合のみ「あり」

http://www.cpd-ccesa.org/
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を選択してください。（それ以外の場合には選択しないでください。） 

（県外に本店がある場合は選択できません。） 
 

   ※ 協力雇用主の登録について 

証明書発行の申請方法は，郵送のみです。（窓口での申請不可）交付申請書に必ず返信

用封筒（宛先記入・８４円切手貼付）を同封し，次の宛先まで郵送により申請してくださ

い。 

 

 

 

   （登録等に関するお問合せ先）広島保護観察所 電話：０８２－２２１－４６５１ 
 

   ※ 暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所の登録について 

   （登録等に関するお問合せ先） 

(公財)暴力追放広島県民会議 電話：０８２－５１１－０１１０ 
 

  (18) 「２３ 障害者雇用の有無」の欄（提出書類あり） 

    広島県内に本店がある者で，以下の条件を満たしている場合のみ｢あり｣を選択してください。（県外

に本店がある場合は選択できません。） 

    雇用義務の有無を確認のうえ，下表の要件を満たす場合のみ選択し，必要書類を提出してください。 

雇用義務の有無 要件 提出書類（県に提出） 

・障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和35年法律第123号）第43条第１項

の規定により，第２条第１項に規定する

障害者（以下「障害者」という。）を 

雇用する義務のある者 

・障害者の雇用の促進等に関す

る法律施行令（昭和35年政令第

292号）第９条に規定する障害

者雇用率（2.2％）を達成した

者 

・障害者の雇用の促進等に関する法

律施行規則（昭和51年労働省令第38

号）第８条の規定により公共職業安

定所長へ報告した障害者雇用状況報

告書（事業主控）の写し 

・障害者を雇用する義務のない者 ・障害者を１名以上直接的かつ

恒常的に雇用している者 

・障害者を１名以上直接的かつ恒常

的に雇用していることを確認できる

書類（①②両方必要，ともに写しで可） 

①本人の身体障害者手帳，療育手帳等又

は精神障害者保険福祉手帳 

②本人の健康保険証等 
 

  (19) 「２４ 広島県仕事と家庭の両立支援企業の登録有無」の欄（提出書類なし） 

    広島県仕事と家庭の両立支援企業として登録されている場合のみ「あり」を選択してください。 

   （それ以外の場合には選択しないでください。） 

   （登録等に関するお問合せ先） 

     広島県商工労働局働き方改革推進・働く女性応援課 電話：０８２－５１３－３４１９ 
 

  (20)  「２５ 広島県働き方改革実践企業認定制度の登録有無」の欄（提出書類なし） 

    広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会の広島県働き方改革実践企業認定制度において登録

されている場合のみ「あり」を選択してください。（それ以外の場合には選択しないでください。） 

   （登録等に関するお問合せ先） 

     広島商工会議所会員部企画広報チーム 電話：０８２－２２２－６６３１ 

     広島県商工会連合会（東部支所） 電話：０８４－９６０－３１０７ 
 

  (21) 「２６ 申請事務担当者」の欄 

    当該申請事務（入力・添付ファイルの作成及び提出書類の準備）を実際に担当した者の所属部署

名・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号及びＥメールアドレスを入力してください。担当者が複数いる場

合は，主に担当した者を入力してください。 

〒730-0012 広島市中区上八丁堀２－３１広島法務総合庁舎内 

広島保護観察所 処遇部門 宛 
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 ４ 『当初・希望業務入力』画面 

  (1) 「２７ 法令等の登録等の有無と登録等を受けている事業一覧」の欄 

    次の区分により，該当する登録があれば，「登録あり」の欄にチェックしてください。 

    また，該当する登録の「登録番号」を全角８文字以内で入力し，併せて登録年月日について，  

リストボックスにより数字を選択してください。 

   （例）測量業者登録（登録番号第99999号，平成27年4月1日登録）と建設コンサルタント登録 

     （登録番号第99999号，平成28年4月1日登録）がある場合の入力例 

 

 

０１ 測量業者 
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条による登録を受けてい

る場合 

０２ 建築士事務所 
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による登録を受けて

いる場合 

０３ 地質調査業者 
地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）第２条

による登録を受けている場合 

０４ 補償コンサルタント 
補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１号）

第２条による登録を受けている場合 

０５ 建設コンサルタント 
建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第

２条による登録を受けている場合 

０６ 不動産鑑定業者 
不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第２２

条による登録を受けている場合 

０７ 土地家屋調査士 
土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第６条による登録を

受けている場合 （法人の場合はチェックしない。） 

０８ 司法書士 
司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第６条による登録を受けて

いる場合 （法人の場合はチェックしない。） 

０９ 計量証明事業者 
計量法（平成４年法律第５１号）第１０７条による登録を受けている

場合 
 

※ 必要な情報の入力がすべて終了しましたら， 

    

 をクリックしてください。 

  ① 必要情報がすべて適切に入力されていれば，『希望業務入力』画面に移ります。 

  ② 必要情報の入力漏れ・入力ミス等がありましたら，画面の上方にエラーメッセージが 

   出ますので，当該箇所の入力・修正等を行い，再度ボタンをクリックしてください。 



 15 

    ※ なお，１つの登録の中に複数の部門等に登録がある場合には，登録年月日が最新のものを１つ 

         選択してください。 

    （例）計量証明事業者（濃度）の登録が平成２８年１０月１日，計量証明事業者（音圧レベル） 

      の登録が平成２９年４月１日の場合は，「平成２９年４月１日」の方を選択する。 
 

  (2) 「２８ 補償関係コンサルタント登録業者の登録部門内容」及び「２９ 建設コンサルタント登

録業者の登録部門内容」の欄 

    それぞれ，｢２７｣の｢０４｣（補償コンサルタント）及び｢０５｣（建設コンサルタント）を「登録

あり」にした場合には，各登録規程において登録している部門について，「登録あり」の欄にチェ

ックしてください。 
 

  (3) 「３０ 希望業務の内容」の欄 

    入札参加資格を希望する業務について，「希望あり」の欄にチェックしてください。 

  （業務内容） 

業務分野の区分 業 務 部 門 

測量（０１～０３） 測量一般，地図の調製，航空測量 

建築関係建設コンサルタント業務 

（０４～１３） 

建築一般，意匠，構造，暖冷房，衛生，電気，建築積算，機械

設備積算，電気設備積算，調査 

地質調査業務（１４） 地質調査 

補償関係コンサルタント業務 

（１５～２２） 

土地調査，土地評価，物件，機械工作物，営業・特殊補償，事

業損失，補償関連，総合補償 

土木関係建設コンサルタント業務 

（２３～４３） 

河川・砂防及び海岸・海洋，港湾・空港，電力土木，道路，鉄

道，上水道及び工業用水道，下水道，農業土木，森林土木，水

産土木，廃棄物，造園，都市計画及び地方計画，地質，土質及

び基礎，鋼構造及びコンクリート，トンネル，施工計画・施工

設備及び積算，建設環境，機械，電気電子 

その他（４４～４６） 不動産鑑定，登記手続等，その他 

    ※ 「０１～０３」は，「２７」の「０１」（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。 

    ※ 「０４」は，「２７」の「０２」（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。 

    ※ 「４４」は，「２７」の「０６」（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。 
 

  (4) 「３０－１ その他業務の具体的内容（希望業務）」の欄 

    「３０」において，その他分野の「４６：その他」を希望した場合のみ，その内容を５項目以内

で簡潔に入力してください。 

    なお，「その他」とは，測量，建築関係建設コンサルタント業務，地質調査，補償関係コンサル

タント業務，土木関係建設コンサルタント業務分野に該当しない電算関係業務，計算業務，工事資

料等の整理，経済調査，環境調査，交通量調査，埋蔵文化財発掘調査支援業務，水質大気等の分

析・解析等が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  必要な情報の入力がすべて終了しましたら， 

    

 をクリックしてください。 

  ① 必要情報がすべて適切に入力されていれば，『当初・経営状況等入力』画面に移ります。 

  ② 必要情報の入力漏れ・入力ミス等がありましたら，画面の上方にエラーメッセージが 

   出ますので，当該箇所の入力・修正等を行い，再度ボタンをクリックしてください。 
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 ５ 『当初・経営状況等入力』画面 

  (1) 「３１ 希望業務実績高」の欄 

   ア 「（２）直前１期決算」及び「（２）直前２期決算」の欄は，それぞれの期の年月について，

リストボックスにより数字を選択してください。 

     「直前１期」とは，県に提出する財務諸表・現況報告書（以下「財務諸表等」とする。）に定

める期首から期末までの期間です。 

     （例） ９月末決算の会社であり，令和２年９月期の財務諸表等の調製が完了していないため， 

    提出する財務諸表等は令和元年９月決算時のものとなる場合 

      →「直前１期」は令和元年９月を期末とする期となります。 

       （この場合に，令和２年９月期の実績高を入力しないでください。） 

 

     なお，期首・期末がそれぞれ月初・月末でない場合は，システムの都合上，期末の方を調整 

    して月数が「１２か月以内」になるよう選択してください。 

     （例） 直前１期が「令和元年５月２１日～令和２年５月２０日」の場合の選択方法 

         令和０１年０５月から 

         令和０２年０４月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   イ 決算期の変更等により，直前２期分の合計月数が２４か月に満たない場合は，「（３）直前３期 

    決算」の欄も入力し，それでも２４か月に満たない場合は，「（３）直前４期決算」の欄も入力して 

    ください。 

     また，新規設立等により２４か月に満たない場合は，そのまま入力してください。 
 

   ウ 各分野（「０１ 測量」，「０２ 建築関係建設コンサルタント業務」，「０３ 地質調査業

務」，「０４ 補償関係コンサルタント業務」，「０５ 土木関係建設コンサルタント業務」，

「０６ その他業務（上記５業務以外）」）の欄に，それぞれの分野における実績高を入力して

ください。 

 

 

 

 

 

 

※  注意事項 

  前ページの例において『令和０１年０５月から令和０２年０５月まで』とする 

 と，「１３か月」とカウントしてしまい，エラーメッセージが出ます。 
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   エ 「（４）直前２か年間の年間平均実績高（千円）」は，システムにより自動計算を行いま

す。 

    ・ 直前２期の合計月数が２４か月の場合（もしくは新規設立等により２４か月に満たない場合） 

      ※ 各営業年度の実績高の合計額×１／２＝直前２か年間の年間平均実績高 

    ・ 決算変更等により，直前２期の合計月数が２４か月に満たず，直前３期や直前４期の実績高

を入力した場合 

      ※ 按分計算により２４か月分の金額を算出した上で計算を行います。 

 

  (2) 「３２ 自己資本金額」の欄（単位：千円） 

    株主資本等変動計算書を参照し，入力してください。 

 (ｱ) 「０２ 株主資本」とは「資本金」に「新株式申込証拠金」，「資本剰余金」，「利益剰

余金」，「自己株式申込証拠金」を加え「自己株式」を減じた額をいいます。 

       なお，組合にあっては，「組合の基本財産」と「組合員の払込資本金」に「利益剰余金」

を加えた合計額をいいます。 

(ｲ) 「０３ 評価・換算差額等」とは，「その他有価証券評価差額金」，「繰延ヘッジ損益」， 

「土地再評価差額金」の合計額をいいます。 

    (ｳ) 「０４ 新株予約権」とは株式会社に対して行使することにより，当該株式会社の株式の

交付を受けることができる権利をいいます。 

      なお，外資系企業の場合には，「０１ （うち外国資本）」の欄に外国資本の額を内数で入力

してください。 

 ※ 個人事業者の「３２ 自己資本金額」の入力方法について 

・  「０２ 株主資本」の欄のみの入力で構いません。この金額は提出する貸借対照表の「純資

産合計（期首資本金＋事業主利益＋事業主借勘定－事業主貸勘定）」と一致するようにして

ください。 

※ 青色申告決算書の貸借対照表の場合，「純資産合計＝期首元入金＋青色申告特別控除前

の所得金額＋事業主借－事業主貸」となります。 

※ 個人事業者で，青色申告を行ってない場合も自己資本額の入力は必要です。 

この場合は，青色申告決算書の貸借対照表のフォームを利用するなどして作成した貸借

対照表をもとに入力してください。 

 

  (3) 「３３ 損益計算書」の欄 

    直前の決算期の損益計算書を確認し，税引前当期利益を入力してください。 

※ 注意事項（重要） 

 ① 実績高は，それぞれの期における財務諸表（貸借対照表・損益計算書）及び現況報 

  告書をもとに，正しく入力してください。 

 ② 必ず「千円単位」（千円未満切り捨て）で入力してください。 

 ③ 測量・建設コンサルタント等業務以外の業務（建設業やその他販売業等を兼業して 

  いる場合は，その完成工事高，売上高等）の実績高は入力しないでください。 

 ④ 各々の金額については消費税及び地方消費税を含まない額とします。  

 ⑤ 『実績高がない分野』または『実績高はあるが，入札参加資格を希望しない分野』 

  の欄には，必ず「０」を入力してください。（入力しない場合，エラーとなります。） 

 ⑥ 会社の再編（合併，営業譲渡，分割等）があった場合の取扱いについては， 

  広島県建設産業課（電話：０８２－５１３－３８２１）にお問い合せください。 

   ただし，各申請先自治体によっては，再編の実態を確認させていただくことが 

  あります。 
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    （「直前の決算期」とは，「３１」の直前１期及び提出の財務諸表等の決算期と同じです。） 

 ※ 個人事業者の「３３ 損益計算書」の欄（税引前当期利益）の入力方法について 

   ・ 貸借対照表の「本年利益（損失）」の欄の金額，または損益計算書の所得金額（確定申告に   

おいて青色申告をしている者は，青色申告特別控除前の所得金額）を入力してください。 

 

  (4) 「３４ 貸借対照表」の欄 

    直前の決算期の貸借対照表を確認し，｢０１ 流動資産｣，｢０２ 流動負債｣，｢０３ 固定資産｣ 

   及び「０４ 総資本額」の各欄を入力してください。 

    （「直前の決算期」とは，「３１」の直前１期及び提出の財務諸表等の決算期と同じです。） 

 ※ 個人事業者の「３４ 貸借対照表」の欄の入力方法について 

   ・ 「０１ 流動資産」，「０２ 流動負債」及び「０３ 固定資産」の欄は，提出する貸借対   

照表をもとに正しく入力してください。 

   ・ 貸借対照表に「流動資産計」・「固定資産計」及び「流動負債計」の欄がない場合において

も，「流動・固定」の区別を間違えないよう科目を十分に確認して計算し，それぞれ入力し

てください。 

   ・ 「０４ 総資本額」は，貸借対照表の資産の部の「事業主貸」の欄の金額を含めないように

注意してください。 

     総資本額＝「資産の部の合計」－「事業主貸」 

          または「流動資産計」＋「固定資産計」＋「繰延資産計」 

 

 

 

 

 
 

 (5) 「３５ 経営比率」の欄 

    システムにより自動計算を行います。 
 

  (6) 「３６ 外資状況」の欄 

    外資系企業（日本国籍会社を含む。）の場合に，該当する会社区分の番号（０１～０３）のいず

れかを選択し，「国名」及び「外資比率」の欄にそれぞれ入力してください。 

    なお，「０２ 日本国籍会社（１００％外資）」とは，１００％外国資本の会社を，「０３ 日

本国籍会社（一部外資）」とは，一部外国資本の会社をそれぞれいいます。 
 

  (7) 「３７ 営業年数等」の欄 

   ア 「０１ 創業」の欄は，必ずリストボックスから数字を選択してください。 

     ただし，「個人企業から法人組織に移行し，かつ現企業と前企業とが同一性を保持していると

認められる場合」または「他の企業を吸収合併等した場合」は，それぞれ「前企業の創業時」ま

たは「合併前の各企業のうち古いものの創業時」をとることができるものとします。 
 

   イ 「０２ 休業又は転（廃）業期間」及び「０３ 現組織への変更」の欄については，該当する

項目がある場合に限り入力してください。 
 

   ウ 「０４ 営業年数」の欄は，「営業年数参考値」を参考に入力してください（１年末満の端数

は，これを切り捨てます。）。 

     ただし，「０２ 休業又は転（廃）業期間」の欄に入力がある場合は，この期間（１年末満の

端数は切り捨て）を削除した年数を，半角数字により入力してください。 
 

  (8) 「３８ 常勤職員の数」の欄 

   ア 「（１）技術職員」及び「（２）事務職員」の各欄には，資格審査の申請日において申請者が

常時雇用している従業員のうち，専ら測量・建設コンサルタント等業務に従事している職員の数

※ 注意事項 

   「３２ 自己資本金額」～「３４ 貸借対照表」の欄については，財務諸表（貸借対照表・損益

計算書）及び現況報告書をもとに，千円単位（千円未満切り捨て）で正しく入力してください。 
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を，「（３）その他の職員」の欄には，それ以外の職員の数を実人数で入力してください。 

     そのため，臨時職員・パート職員及び非常勤職員等は計上しないでください。 
 

   イ 「技術職員」と「事務職員」を兼ねている場合は，「技術職員」として優先計上してください。 
 

   ウ 「（４）計」の欄は，システムにより自動計算を行います。 
 

   エ 「（５）役職員等」の欄には，常勤役員又は事業主の数を内数で入力してください。 

 

  (9) 「３９ 有資格者数」の欄 

    資格審査の申請日における常勤職員のうち，次の『有資格区分コード表』により該当する資格を

有する者の人数をそれぞれ入力してください。 

    なお，１人で２以上の資格を有している者がある場合は，重複して計上してください。ただし，   

「１・２級」や「士・士補」の資格をそれぞれ有している場合は，上位の資格のみ計上してくださ

い。 

    １級建築士の免許を受けている者が，構造設計１級建築士証又は設備設計１級建築士証の交付を

受けている者である場合は，１級建築士の欄には計上しないでください。構造設計１級建築士証と

設備設計１級建築士証の両方の交付を受けている者である場合は，それぞれ重複して計上してくだ

さい。 

 

 

 

  

 

 

 

※ 注意事項 

 ① 上記(8)及び(9)において，「常時雇用」及び「常勤」とは，申請者に従事し，かつ客観的な

判断事項（定期・定額給与の支払対象者，社会保険の納付対象者であること等）を有すること

をいいますので注意してください。 

 ② 「常時雇用」及び「常勤」関係に疑義がある場合は，各申請先自治体によっては，上記客観

的な判断事項に関する資料の提出を求めることがあり，虚偽申請と認められる場合は，申

請を認めないことがありますので，十分注意してください。 

 ③ 友好・協力関係にある別企業の職員を混同して入力しないで，自社の職員数のみを入力して

ください。 

 ④ 専ら測量・建設コンサルタント等業務に従事する技術職員数を入力してください。 

⑤ 有資格者として計上した技術者は，添付ファイルとして送信する「有資格技術職員名簿」

（meibo.csv）において入力し，この欄に入力した資格数と名簿の資格数とが，資格ごとに必

ず一致するように確認してください。 

  （一致しない場合はエラーとなり，申請ができません。） 
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◎有資格区分コード表 

根拠法令 資格コード 資格の区分・名称等 

建築士法 

８４１ 
構造設計一級建築士（建築士法による一級建築士の免許を受けている者で，構造設計一級建築士証の

交付を受けた者） 

８４２ 
設備設計一級建築士（建築士法による一級建築士の免許を受けている者で，設備設計一級建築士証の

交付を受けた者） 

１３７ 一級建築士（建築士法による１級建築士の免許を受けている者） 

２３８ 
二級建築士（建築士法による２級建築士の免許を受けている者。１級建築士の免許を受けている者を

除く。） 

０６２ 
建築設備士（建築士法に基づく建築設備資格者を定める告示による建築設備資格者の登録を受けてい

る者） 

建設業法 １１３ 
一級土木施工管理技士（建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管理とするものに

合格した者） 

測量法 
１０１ 測量士（測量法による測量士の登録を受けている者） 

２０２ 測量士補（測量法による測量士補の登録を受けている者。測量士の登録を受けている者を除く。） 

計量法 ２２２ 
環境計量士（計量法による計量士（環境計量士（濃度関係）及び環境計量士（騒音・振動関係）に限

る。） 

不動産の鑑定

評価に関する

法律 

２４１ 不動産鑑定士（不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士の登録を受けている者） 

３４２ 
不動産鑑定士補（不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士補の登録を受けている者。不動

産鑑定士の登録を受けている者を除く。） 

土地家屋調査

士法 
２４３ 土地家屋調査士（土地家屋調査士法による土地家屋調査士の登録を受けている者） 

司法書士法 ２４４ 司法書士（司法書士法による司法書士の登録を受けている者） 

－ ３０１ 
建築積算士（建築積算資格者）（公益社団法人日本建築積算協会の行う建築積算士（建築積算資格

者）試験に合格し，登録を受けている者） 

技術士法 

１６１ 技術士：機械部門 選択科目 ※１ 

１６２  〃 ：機械部門 選択科目 その他 

１６３  〃 ：電気電子部門 

１６４  〃 ：建設部門 選択科目 土質及び基礎 

１６５  〃 ：建設部門 選択科目 鋼構造及びコンクリート 

１６６  〃 ：建設部門 選択科目 都市及び地方計画 

１６７  〃 ：建設部門 選択科目 河川，砂防及び海岸・海洋 

１６８  〃 ：建設部門 選択科目 港湾及び空港 

１６９  〃 ：建設部門 選択科目 電力土木 

１７０  〃 ：建設部門 選択科目 道路 

１７１  〃 ：建設部門 選択科目 鉄道 

１７２  〃 ：建設部門 選択科目 トンネル 

１７３  〃 ：建設部門 選択科目 施工計画，施工設備及び積算 

１７４  〃 ：建設部門 選択科目 建設環境 

１７５  〃 ：農業部門 選択科目 農業土木 

１７６  〃 ：森林部門 選択科目 森林土木 

１７７  〃 ：水産部門 選択科目 水産土木 

１７８  〃 ：情報工学部門 

１７９  〃 ：応用理学部門 選択科目 地質 

１８０  〃 ：応用理学部門 選択科目 その他 

１８１  〃 ：上下水道部門 選択科目 上水道及び工業用水道 

１８２  〃 ：上下水道部門 選択科目 下水道 

１８３  〃 ：上下水道部門 選択科目 水道環境 

１８４  〃 ：その他の部門（総合技術監理部門を除く。） 

※２  〃 ：総合技術監理部門 
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根拠法令 資格コード 資格の区分・名称 

一般社団法人

建設コンサル

タンツ協会の

行うＲＣＣＭ

資格試験に合

格し，登録を

受けている者 

７０１ ＲＣＣＭ：河川，砂防及び海岸・海洋 

７０２  〃  ：港湾及び空港 

７０３  〃  ：電力土木 

７０４  〃  ：道路 

７０５  〃  ：鉄道 

７０６  〃  ：造園 

７０７  〃  ：都市計画及び地方計画 

７０８  〃  ：地質 

７０９  〃  ：土質及び基礎 

７１０  〃  ：鋼構造及びコンクリート 

７１１  〃  ：トンネル 

７１２  〃  ：施工計画，施工設備及び積算 

７１３  〃  ：建設環境 

７１４  〃  ：上水道及び工業用水道 

７１５  〃  ：下水道 

７１６  〃  ：農業土木 

７１７  〃  ：森林土木 

７１８  〃  ：機械 

７１９  〃  ：電気電子 

７２０  〃  ：水産土木 

７２１  〃  ：廃棄物 

７２２  〃  ：建設情報 

公認会計士法 
２４５ 公認会計士（公認会計士法による公認会計士の資格を有し，登録を受けている者） 

３４６ 会計士補（公認会計士法による会計士補の資格を有する者。公認会計士である者を除く。） 

税理士法 ２４７ 税理士（税理士法による税理士の資格を有し，税理士名簿に登録をしている者） 

電気事業法 ２５８ 第１種電気主任技術者（電気事業法による第１種電気主任技術者免状の交付を受けている者） 

電気通信事業

法 

２２３ 
第１種伝送交換主任技術者（電気通信事業法による第１種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受け

ている者） 

２２４ 線路主任技術者（電気通信事業法による線路主任技術者資格者証の交付を受けている者） 

中小企業指導

事業の実施に

関する基準を

定める省令 

２４８ 中小企業診断士（中小企業診断士として登録を受けている者） 

 

２５１ 
地質調査技士（一般社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し，

登録を受けている者） 

３０２ 土地区画整理士（国土交通大臣の行う土地区画整理士技術検定に合格し，登録を受けている者） 

００１ 建設コンサルタント業務実務経験者 ※３ 

００２ 用地調査等業務実務経験者     ※４ 

００３ 公共用地取得実務経験者      ※５ 

  

（注意点） 

  ※１ 技術士の資格コード「１６１」に該当する「機械部門」の「選択科目」は平成１５年以前に取得した場合は

｢液体機械｣又は｢建設，鉱山及び運搬機械｣又は｢機械設備｣とし，平成１６年以降に取得した場合には「機械設計」，

「流体工学」又は「交通・物流機械及び建設機械」とする。 

  ※２ 総合技術監理部門については該当する選択科目によって１６１～１８３の資格コードを適用する。 
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     一人の技術者が同じ資格コードの技術士の資格を有している場合には，同じコードを重複して２つ入力する。 

なお，１８４については一人の技術者で１つまでとする。 

  ※３(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（旧大学令による大学を含む。）又は高等専門学校

（旧専門学校令による専門学校を含む。）の土木工学又は同等の工学に関する科目（橋梁工学，土質工学，

河川工学，海岸工学，構造力学，材料工学，水理学，道路・鉄道工学，コンクリート工学，都市計画及び地

方計画，その他農業土木，森林土木に関する学科を含む。以下同じ。）を習得し，建設コンサルタント業務

（建設事業の計画・調査・立案・助言及び建設工事の設計・管理業務に従事又はこれを監理することをいう。

以下同じ。）に２０年以上の実務経験を有する者。 

    (2) 学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を習得し建設コンサルタント等業務

に２２年以上の実務経験を有する者。 

    (3) その他の者にあっては，建設コンサルタント等業務に２５年以上の実務経験を有する者。 

  ※４(1) 補償コンサルタント登録規程第２条に規定する登録部門（土地調査，土地評価，物件，機械工作物，営

業補償，特殊補償，事業損失，補償関連，総合補償）のいずれかに係る補償業務に関し７年以上の実務経験

を有する者。 

    (2) 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験３年以上を含む２０年以上の実務経験を有する者。 

    (3) 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士の資格を有する者で一般財団法人

公共用地補償機構の行う｢補償コンサルタント業補償業務管理者認定研修｣を修了した者。 

  ※５ 国，地方公共団体等にあって，公共用地の取得等に関する実務経験を１０年以上有する者。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ６ 『営業所情報入力』画面 

  (1) 営業所について 

    次に当てはまる営業所（支店等）を入力するものとします。 

    『登記簿上の本店以外で，常時測量・建設コンサルタント等業務の契約締結権限を有する営業所

等であること。』 

    ※ 本店しかない場合には，何も入力しないでください。（(2)アのとおりです。） 

    ※ 契約締結権限のない，単なる連絡所・営業活動の拠点等は該当しません。 

 

  (2) 「営業所数」の欄 

   ア 広島県内に(1)に該当する営業所はなく，登記簿上の本店以外では契約締結を行わない場合 

    「営業所数」の欄には数字を入力せず，「営業所なし」ボタンをクリックしてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

※  必要な情報の入力がすべて終了しましたら， 

    

 をクリックしてください。 

  ① 必要情報がすべて適切に入力されていれば，『営業所情報入力』画面に移ります。 

  ② 必要情報の入力漏れ・入力ミス等がありましたら，画面の上方にエラーメッセージが 

   出ますので，当該箇所の入力・修正等を行い，再度ボタンをクリックしてください。 

※ 「営業所なし」ボタンをクリックした後は，メッセージを確認後，他の項目 

 を入力せず，すぐに 

    

 をクリックし，『書類添付』画面に進んでください。 
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   イ 広島県内にはないが，県外には(1)に該当する営業所があり，そこで申請先と契約締結を行う 

    可能性がある場合 

     最寄りの営業所（１箇所）のみを入力することになります。 

     ⇒ 「営業所数」の欄に「１」を入力し，「確定」ボタンをクリックしてください。その後に， 

営業所情報を入力してください。 

    ※ 申請先自治体と契約締結を行う可能性のない営業所，またはその権限がない営業所について

は入力しないでください。 

     （例） 本社が大阪で岡山に支社があるが，その支社は岡山県内のみが管轄のため，広島県内

の申請先自治体との契約締結権限がない場合 等 

        ⇒ この場合は，上記アと同じ処理を行ってください。 
 

   ウ 広島県内に(1)に該当する営業所がある場合 

     「営業所数」の欄にその数を入力し，確定ボタンをクリックしてください。その後に，その数

だけ営業所情報を入力してください。 
 

  (3) 「０１ 営業所番号」の欄 

    入力できません。 
 

  (4) 「０２ 営業所名称（フリガナ）」及び「０３ 営業所名称（漢字等）」の欄 

    会社名は入力せず，「～シテン」「～支店」等のみ入力してください。 
 

  (5)  「０４ 営業所の受任者の役職」及び「０５ 営業所の受任者の氏名（漢字等）」の欄 

    姓と名を一文字空けて入力してください。 
 

  (6) 「０６ 郵便番号」の欄 

    半角数字で入力してください。 
 

  (7) 「０７ 営業所の所在地市区町村コード」～「１２ Ｅメールアドレス区分」の欄 

    ９，１０ページの３(5)～(9)を参考に入力してください。 
 

(8) 「１３ ＩＳＯ９００１取得有無」の欄 

    当該営業所が，ＩＳＯ９００１の認証を受けている場合は，「あり」を選択してください。（県外の

営業所では選択しないでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ７ 『書類添付』画面 

  (1) 「添付資料追加」ボタンをクリックして，ファイルの選択画面で添付ファイルを指定します。 

    指定したファイルは上の一覧に表示されます。 

     ※ 添付ファイルは，前もって準備しておいてください。 

※ 有資格技術職員名簿（様式第３号）・希望業務実績調書（様式第４号）は規定様式であり， 

システム上この様式以外に入力したものは受付けません。  

   なお，様式第３号については，エクセルファイルで作成したＣＳＶファイルを添付する必要

があるので注意してください。 

※  必要な情報の入力がすべて終了しましたら， 

    

 クリックしてください。 

  ① 必要情報がすべて適切に入力されていれば，『書類添付』画面に移ります。 

  ② 必要情報の入力漏れ・入力ミス等がありましたら，画面の上方にエラーメッセージが 

   出ますので，当該箇所の入力・修正等を行い，再度ボタンをクリックしてください。 
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     ※ 添付ファイルのタイトル名は「半角英数字」で入力したものしか添付できません。 

      ① 有資格技術職員名簿（様式第３号） 

 → エクセルファイルで「項目チェック」ボタンを押下しチェックした後に，「ＣＳＶフ

ァイル出力」ボタンを押下すると「meibo」という名称のＣＳＶファイルが作成されま

す。(ファイル名は変更しないでください。) 

      ② 希望業務実績調書（様式第４号）   → ファイル名を「chousho」と付けてください。 

      ③ 電子納税証明書          → ファイル名を「nouzei」と付けてください。 

 注 紙の納税証明書（消費税及び地方消費税に係るもの）を提出する場合は③の添付ファイルは不要で

す。 

 

  (2) 添付ファイルの作成 

   ① 有資格技術職員名簿〔様式第３号〕 

    ・ この様式に入力する有資格技術者は，資格審査の申請日時点において，申請者が常時雇用し

ている技術者としてください。 

    ・ ｢所属営業所（支店）名｣の欄には，当該技術者が所属している本店，支店及び営業所等を所

属単位ごとにまとめて入力してください。 

    ・ ｢フリガナ｣の欄は姓と名の間は詰めて，「氏名」の欄は姓と名の間は１文字空けてく

ださい。 

    ・ ｢有資格区分コード｣の欄には，コード表（別シートにあります）の分類に従い，該当する番

号を入力してください。コード表に該当する資格を持たない技術職員は入力しないでください。 
 
  （注意事項） 

１ 「常時雇用」とは，申請者に従事し，かつ客観的な判断事項（定期・定額給与の支払対象者， 

 社会保険の納付対象者であること等）を有することをいいますので注意してください。 

２ 「常時雇用」関係に疑義がある場合は，上記客観的な判断事項に関する資料の提出を求めること 

 があり，虚偽の申請と認められる場合は，資格を認定しないことがあるので十分注意してください。 

３ 友好・協力関係にある別企業の職員を，混同して入力する者が見受けられます。 

  あくまで，自社の職員数のみ入力してください。 

４ 専ら測量・建設コンサルタント等業務に従事する技術職員を計上してください。 

５ この様式に入力する資格者数と『当初・経営状況等入力』画面の「３９ 有資格者数」の欄に入力 

 した資格者数は同数となるよう，十分注意して入力してください。 
 

   ② 希望業務実績調書（様式第４号） 

    ・ 希望業務実績調書は，希望業務内容（測量，建築関係建設コンサルタント，地質調査， 

     補償関係コンサルタント，土木関係建設コンサルタント，その他）の各別に作成してください。 

    ・ 直前１年間の主な契約について，契約金額が高額である順に１０件まで入力してください。 

    ・ 「直前１年間」とは，県に提出する財務諸表等に定める期の期首から期末までの期間です。 

     （「３１ 希望業務実績高」の直前１期と同じです。） 

申請日の直前１年間ではないので注意してください。 

     ※ 期首から期末までが１年間未満の場合も，期首から期末までの実績を入力してください。 

     ※ 直前１年間の実績がなく，その前年１年間に実績がある場合のみ，その前年の実績を入力 

      してください。 

    ・ 下請については，「注文者」の欄には元請業者名を入力し，「件名」の欄については，下請

件名を入力してください。 

    ・ 「業務の対象の規模等」の欄には，例えば測量の面積・精度等，設計の階数・構造・延べ

面積等を入力してください。 

    ・ 「委託契約金額（千円）」の欄については，消費税及び地方消費税抜きの金額を入力してく
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ださい。（千円未満は切り捨て） 

   ③ 電子納税証明書 

    ・ 紙の納税証明書（消費税及び地方消費税に係るもの）を提出する場合はこの添付ファイルは

不要です。 

 

 

 

 

 

 

 ８ 『送信内容確認』画面 

  (1) これまでに入力・添付したすべての情報が表示されます。 

    内容に誤りがあれば，「戻る」ボタンをクリックし，情報の追加・修正等を行ってください。 
 

  (2) 誤りがなければ， 

   をクリックしてください。『送信完了 兼 受付票』画面に移ります。 

 

 ９ 『送信完了 兼 受付票』画面 

  (1) 「印刷」ボタンをクリックすることにより受付票を発行し，「終了」ボタンをクリックしてシス

テムを終了させてください。 ⇒ 『資格審査受付システム』による操作は完了です。 
 

  (2) 申請先ごとに書面によって提出する資料が必要な場合は，発行した受付票とともに当該資料を定

められた期間までに提出してください。また，各申請先によって資料の種類・提出期限等が異なり

ますので，各申請先の入札参加資格の審査に関する告示・ホームページの情報等を御確認くださ

い。 

       ⇒ 電子申請による申請事務の完了です。 

 

第３ その他（「送信完了」後に入力項目等に誤りがあった場合） 

 １ 再申請 

   受付期間内（令和２年１１月２日（月）～２０日（金））においては，当初申請内容について該当箇所

の修正を行い，再度「送信」を行うことで，訂正が可能です。 ⇒ 「再申請」 

    ※ この場合，前に送信した情報は削除され，新しい情報が上書きされます。 

    （例）：広島県と呉市に申請した後，福山市にも申請したいので再申請する場合 

      → 必ず広島県・呉市と福山市に申請してください。（福山市だけを選択して再申請すると，

一度申請した広島県と呉市の申請は削除されます。先に申請していた県・市・町もチェック

が付いている状態で申請してください。） 

 ※ 受付期間内であれば，何度でも「再申請」は可能です。 

 

 ２ 訂正申請 

   受付期間を経過すると，申請先や希望業務についての訂正・変更等（申請先や部門を新たに追加す

るなど）はできません。 

   会社の基本情報等の限られた情報についてのみ，訂正が可能になります。 ⇒ 「訂正申請」 

   訂正申請の詳細（訂正が可能な項目等）については，「広島県電子入札等システム入口」に掲載し

ている操作マニュアルを確認してください。（訂正申請の期限は令和２年１１月３０日（月）で

す。） 

 添付ファイルを確認したら， 

   
 をクリックしてください。添付ファイルにエラーがなければ『送信内容確認』画面に移ります。 


